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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】有害廃棄物と、溶融したプラスチック廃棄物とを混練する混錬工程と、冷却
固化することにより塊状成型物とする成形工程と、前記塊状成型物を貯留場に貯留する貯
留工程と、を有する廃棄物処理方法。
【請求項２】前記塊状成型物を貯留場に貯留した後、前記塊状成型物を溶融炉の燃料とし
て使用する工程とを有する請求項１に記載の廃棄物処理方法。
【請求項３】前記成形工程は、徐冷しながら平均粒径を５ｍｍ以下とすることにより塊状
成形物とするものである請求項１又は請求項２に記載の廃棄物処理方法。
【請求項４】前記成形工程の後、前記塊状成形物に、前記有害廃棄物が流出しないように
表面処理を行う表面処理工程を有する請求項１～３のいずれかに記載の廃棄物処理方法。
【請求項５】前記混錬工程において、前記有害廃棄物を難溶化させる無機系粉粒状物を混
合させる請求項１～４のいずれかに記載の廃棄物処理方法。
【請求項６】前記貯留場は処分場である請求項１～５のいずれかに記載の廃棄物処理方法
。
【請求項７】有害廃棄物と、溶融したプラスチック廃棄物とを混練し、冷却固化すること
により塊状成型物とし、前記塊状成型物を溶融炉の燃料として使用する廃棄物処理方法。
【請求項８】前記プラスチック廃棄物と前記有害廃棄物との混合が、重量比で１：０．２
５～１：４である請求項１～７のいずれかに記載の廃棄物処理方法。
【請求項９】前記塊状成型物は、質量、体積もしくは形状のうち少なくとも一つにおいて
異なるものである請求項１～８のいずれかに記載の廃棄物処理方法。
【請求項１０】プラスチック廃棄物と、焼却灰、ばいじん、汚泥もしくは汚染土壌のうち
少なくとも一つを含む有害廃棄物とを混合し、溶融混練を行ない、冷却固化させることで
得られる塊状成型物。
【請求項１１】前記塊状成型物の平均粒径が５ｍｍ以下である請求項１０記載の塊状成型
物。
【請求項１２】前記プラスチック廃棄物と前記有害廃棄物との混合が、重量比で１：０．
２５～１：４である請求項１０、１１のいずれかに記載の塊状成型物。
【請求項１３】前記請求項１０～１２のいずれかに記載の塊状成型物を溶融炉で燃料とし
て燃焼させることによって得られる溶融スラグ。
【請求項１４】プラスチック廃棄物と、焼却灰、ばいじん、汚泥もしくは汚染土壌のうち
少なくとも一つを含む有害廃棄物とを混合し廃棄物混合物を形成する廃棄物混合手段と、
前記廃棄物混合物を溶融させ、混練を行ない、溶融混練物を形成する溶融混練手段と、前
記溶融混練物を冷却させ、塊状成型物を得る冷却手段とを有する廃棄物処理システム。
【請求項１５】前記プラスチック廃棄物が、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレ
ン、ＡＳ樹脂、ＡＢＳ樹脂、塩化ビニル樹脂、メタクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレ
ート、ポリ塩化ビニリデン、エチレンビニルアルコールコポリマー、ＡＣＳ樹脂、ＡＳＡ
樹脂、ＡＥＳ樹脂の中から少なくとも一つを含む汎用プラスチックの廃棄物である請求項
１４に記載の廃棄物処理システム。
【請求項１６】行政区域内で発生する、焼却灰、ばいじん、汚泥もしくは汚染土壌のうち
少なくとも一つを含む有害廃棄物と、前記行政区域内で発生するプラスチック廃棄物とを
混合し、廃棄物混合物を形成する廃棄物混合工程と、前記廃棄物混合物を溶融させ、混練
を行ない、溶融混練物を形成する溶融混練工程と、前記溶融混練物を冷却させ、塊状成型
物を得る冷却工程と、前記塊状成型物を前記行政区域内の貯留場で貯留する貯留工程とを
有する廃棄物処理方法。
【請求項１７】金属成分を含有する廃棄物と、溶融したプラスチック廃棄物とを混練し、
冷却固化することにより塊状成型物とし、前記塊状成型物を備蓄した後、前記塊状成型物
から金属成分を回収する廃棄物処理方法。
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